
○由良町子ども医療費の支給に関する条例施行規則 

昭和４８年４月１日 

規則第１号 

改正 平成２０年９月１０日規則第９号 

平成２３年３月２８日規則第５号 

平成２８年９月１５日規則第１８号 

（目的） 

第１条 この規則は、由良町子ども医療費の支給に関する条例（昭和４８年条例第９号。以下「条例」とい

う。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（受給資格者の登録） 

第２条 条例第５条の規定による受給資格の登録は、子ども医療費受給資格登録申請書（様式第１号）に次

に掲げる書類（６歳に達する日以後の最初の４月１日から１５歳に達する日以後の最初の３月３１日ま

での間にある子どもの保護者にあっては、第１号に掲げる書類を除く。）を添付することにより行う。 

（１） 条例第３条に規定する支給対象者（以下「支給対象者」という。）の前年（１月１日から７月

３１日までの間に、新たに登録を受けようとする場合にあっては、前々年をいう。）の所得及び課税

状況を明らかにすることができる市区町村長の証明書等 

（２） 条例第３条に規定する対象となる子ども（以下「対象となる子ども」という。）が医療保険各

法の規定による被保険者又は組合員及びその被扶養者であることを明らかにすることができる書類等 

（３） 前２号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類 

２ 前項の規定にかかわらず、町長は、同項各号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等により確認す

ることができる場合は、当該書類の添付を省略させることができる。 

（受給資格証の交付） 

第３条 町長は、前条による登録申請のあった場合は、内容審査のうえ、支給対象者であると認めるときは、

当該登録希望者を受給資格者として登録するとともに、６歳に達する日以後の最初の３月３１日までの

間にある者に係る支給対象者にあっては様式第２号による、６歳に達する日後の最初の４月１日から１

５歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある者に係る支給対象者にあっては様式第２号の２

による子ども医療費受給資格証（以下「受給資格証」という。）を交付する。 

２ 受給資格証を破損し、又は亡失したときは、子ども医療費受給資格証再交付申請書（様式第３号）を町

長に提出し、再交付を受けるものとする。 

（受給資格証の提示） 

第４条 前条に定める受給資格者が対象となる子どもについて医療保険各法の規定による医療に関する給

付を受けるときは、当該医療機関等に受給資格証を提示するものとする。 

（支給の方法） 

第５条 条例第６条第１項の規定による支給の申請は、子ども医療費支給申請書（様式第４号）に医療機関

等の発する領収書等を添えて行う。 

２ 条例第６条第３項の規定による子ども医療費の支給は、受給資格者の指定した金融機関への振込みによ



り行うものとする。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。 

３ 前項の支給は、条例第６条第１項の規定により申請された日の属する月の翌月に行うものとする。 

４ 条例第６条第４項の規定による支払に関する事務は、和歌山県国民健康保険団体連合会及び和歌山県社

会保険診療報酬支払基金に委託し行うものとする。 

（支給の決定） 

第６条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、当該申請に係る支給の額を決定し、申

請者に通知するものとする。 

（届出） 

第７条 条例第７条による届出は、子ども医療費受給資格内容変更届（様式第５号）により行う。 

（受給資格証の返還） 

第８条 受給資格者がその資格を喪失したときは、速やかにその受給資格証を町長に返還しなければならな

い。 

（台帳等の整備） 

第９条 町長は、次に掲げる書類を作成し、常に整理しておくものとする。ただし、子ども医療費受給資格

登録及び子ども医療費受給資格証交付台帳に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを

適正に管理及び利用することによって、事務を支障なく行い得る場合は、子ども医療費受給資格登録及

び子ども医療費受給資格証交付台帳の作成を省略することができる。 

（１） 子ども医療費受給資格登録及び子ども医療費受給資格証交付台帳 

（２） 子ども医療費支給台帳 

附 則 

この規則は、昭和４８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年９月１０日規則第９号） 

この規則は、平成２０年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２３年３月２８日規則第５号） 

この規則は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年９月１５日規則第１８号） 

この規則は、公布の日から施行する。 



 



 



 



 



 



 


